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１ 監査の対象 

令和６年度上半期の中野市一般会計、特別会計（国民健康保険事業、後期高齢者医

療事業、介護保険事業、倭財産区事業、永田財産区事業、中野財産区事業）、下水道事

業会計及び水道事業会計に係る事務事業 

※上記に関係する全ての部局課室等が対象 

 

２ 監査の着眼点 

監査の実施に当たっては、次の事項を主眼として実施した。 

(1) 共通事項 

市の行財政運営が、次の項目の趣旨に基づき、公正で合理的かつ効率的に実施さ

れているかを、住民の視点に立って確認する。 

ア 事務を処理するに当たって、市民の福祉の増進に努めているとともに、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしているか 

イ 組織及び運営の合理化に努めているか 

ウ 法令に違反して事務を処理していないか 

(2) 重点項目 

債権の管理及び回収について 

 

３ 監査の主な実施内容 

監査に当たっては、中野市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して実施した。 

令和６年度上半期（４月１日から９月 30日までの間）における財務に関する事務の

執行等について、あらかじめ関係部課等に対し関係書類、諸帳簿等の提出を求め、関

係職員から事務の執行状況及び内容等の説明を聴取するとともに、必要に応じて関係

書類の照合等により実施した。また、加えて現地調査も実施した。 

 

４ 監査の実施場所及び日程 

 (1) 実施場所  中野市役所 会議室 21 

(2) 監査日程  令和６年 11月 21日から令和７年１月 14日 までの間（12頁参照） 

 (3) 現地調査  令和７年１月９日  ・中野市旧山田家住宅 
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５ 監査の結果   

上記のとおり監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業

の管理は、概ね適正かつ効率的に行われているものと認められた。 

収入・支出事務は、一般会計では歳入歳出予算額 279億 9,139万円に対する収入割

合は 39.8％、歳出の執行率は 31.7％となっている。 

特別会計（６会計）では、歳入歳出予算額 107億 8,801万円に対する収入割合は

38.3％、歳出の執行率は 38.5％となっている。 

企業会計の下水道事業では、歳入予算額 36億 607万４千円に対する収入割合は

34.9％、歳出予算額 45億 9,185万１千円に対する執行率は 34.3％となっており、水

道事業では、歳入予算額 20億 347万１千円に対する収入割合は 28.5％、歳出予算額

26億 2,428万円に対する執行率は 26.0％となっている。 

一般会計の歳入のうち、市税は前年度同時期に比べ収入額が２億 9,095万４千余円

（7.5％）の減少となり、収納率は 1.5ポイント減少している。 

特別会計の歳入のうち、国民健康保険税は前年度同時期に比べ収入額が 3,967万余

円（10.3％）の増額、収納率は 3.9ポイント増加している。 

歳出については、一般会計、特別会計及び企業会計とも概ね適正に行われている。 

引き続き各事業の実施に当たっては、適期な執行を図り最少の経費で最大の効果を

挙げるよう努めるとともに、会計経理等の適正な執行を確保するため、法令遵守の観

点から内部統制及び内部牽制組織の改善若しくは強化を継続的に図る必要がある。 

また、近年の気象災害や物価高騰等による市民生活への影響が継続する中、市民ニ

ーズに沿った持続的な行財政運営を行ううえで、来年度に最終年度を迎える市の総合

計画をはじめとした各種計画に定めた施策を着実かつ効果的に進めていくことを期待

する。 

また、滞り債権について、当該債権を管理する組織間での取組に対する専門知識や  

認識に差が見られたことから、管理にあたっては、不納欠損処分も含め、適切な債権

回収に努められたい。 

なお、改善の必要な事項と改善方法については、監査当日、関係部課長等に検討を

促したところである。 
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）
3,
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6,
92
0,
01
9

1,
57
3,
46
2,
96
1

1
,
0
9
2
,
8
9
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,
8
8
1
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1
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△
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△
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2
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収
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△
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（
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5

△
 
5
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,
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7
1

9
2
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（
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）

（
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3,
26
2,
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）
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4,
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険
者

市
税

国
民

健
康

保
険
税
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財政援助団体等監査報告書 

 

 

１ 監査の対象 

 令和６年度の財政援助団体等における出納事務等並びに所管部局の財政援助事務 

 

補助金等の名称 団 体 名 所管課 監査日 

市職員互助会補助金 中野市職員互助会 庶務課 

１月14日 

子ども地域活動促進事業補

助金 
区子ども会等 子育て課 

信州なかのバラまつり運営

負担金 

中野市バラまつり実行委員

会 

都市建設課

（旧都市計

画課） 

勤労者互助会事業補助金 中野市勤労者互助会 商工観光課 

にぎわい創生推進事業補助

金 

信州なかのおごっそフェア

実行委員会 
商工観光課 

信州なかの肉ランド実行委

員会 
商工観光課 

令和５年度信州なかの FAN 

PROJECT実行委員会負担金 

信州なかの FAN PROJECT実

行委員会 
農業振興課 

令和５年度信州なかの FAN 

PROJECT実行委員会（魅力

創出・発信事業）負担金 

信州なかの FAN PROJECT実

行委員会 
農業振興課 

 

２ 監査の着眼点 

監査の実施に当たっては、補助金等の目的に沿って適正に使われているかについて、

次の項目を主眼として監査を実施した。 

・ 補助金等の財政援助の決定は法令等に適合しているか 

・ 補助金等の交付目的及び補助対象事業の内容は明確であるか 

また、公益上の必要性は充分であるか 

・ 補助金の額の算定、交付方法、時期及び手続等は適正であるか 

・ 補助金の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか 
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３ 監査の主な実施内容 

監査に当たっては、中野市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して実施した。 

令和５年度の財政援助団体等の出納事務等について、あらかじめ関係部課等に対し交

付申請及び実績報告に付された書類の提出を求め、また監査時において補助金交付先の

団体から提示された資料に基づき、団体関係者又は所管課の関係職員に説明を聴取する

とともに、必要に応じて関係書類の照合等により実施した。 

 

４ 監査の結果 

上記のとおり監査した限りにおいて、財政援助団体等の出納、その他事務の執行は、

概ね適正に処理されていると認められた。 

このほか軽微な改善事項等については、監査当日、団体関係者又は所管課の関係職員

に検討を促したところである。 
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財政援助団体等の業務に関する会計の決算状況（令和５年度） 

（単位：円、％） 

団 体 名 
事業費 

（決算額） 

左のうち 

補助等金額 
補助等割合 

[市職員互助会補助金] 

 中野市職員互助会 7,379,770 3,000,000 41％ 

[子ども地域活動促進事業補助金] 

 

中町ＣＣＣ 

東町区小学校ＰＴＡ 

一本木子ども会 

西条区育成会 

上小田中子供地域活動会 

やってみよう調べてみよう子ども会 

ぽんぽこ子どもクラブ 

新野子ども地域活動促進委員会 

更科地区子ども会 

高遠子供活動推進協議会 

東山子ども会 

桜沢子ども会 

大熊子ども会 

育成会北大熊支部 

わら馬わんぱく子ども会 

篠井わんぱく子ども会 

新保子どもクラブ 

西江部ふれあい子ども会 

東江部子供会 

泉ふれあい子ども会 

岩船やんちゃ村 

片塩子ども会 

七瀬子供会 

吉田やまびこ 

長嶺わかば会 

草っこの会 

キッズサポート日和 

立ヶ花子ども会 

135,290 

358,512 

405,364 

159,105 

156,970 

241,531 

43,890 

51,355 

78,732 

21,044 

170,911 

34,800 

231,033 

37,250 

18,672 

36,597 

100,000 

167,306 

230,511 

51,300 

172,259 

107,495 

100,050 

119,969 

51,002 

100,521 

96,377 

86,476 

31,460 

25,790 

57,920 

79,552 

50,990 

39,650 

11,930 

18,860 

8,780 

8,150 

18,230 

14,450 

10,670 

17,600 

8,780 

16,970 

47,840 

62,960 

61,700 

11,300 

76,820 

29,570 

25,160 

55,400 

22,010 

39,020 

23,900 

15,710 

23％ 

７％ 

14％ 

50％ 

32％ 

16％ 

27％ 

37％ 

11％ 

39％ 

11％ 

42％ 

５％ 

47％ 

47％ 

46％ 

48％ 

38％ 

27％ 

22％ 

45％ 

28％ 

25％ 

46％ 

43％ 

39％ 

25％ 

18％ 

資料５ 
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牛出育成会事業団 

ＫＢキッズ 

大俣子ども会 

ユニティー田麦 

壁田エコーズ 

コミュニティー古牧 

竹原子供育成会議 

金井地区子ども会 

西笠原つくしの会 

東笠原未来クラブ 

あらい子供会 

若宮子ども会 

北間長瀬子ども会 

南マ子ども会 

長元坊地区子ども会 

赤岩子供会 

越ジュニアサークル 

岩井ろまんクラブ 

田上支部子ども会 

柳沢こども会 

替佐子ども会育成会 

上今井区育成委員会 

穴田子供会 

毛野川子ども会 

南永江育成会 

北永江こどもクラブ 

松川地区ＰＴＡ 

58,618 

56,582 

34,268 

87,770 

53,853 

20,085 

118,045 

147,399 

30,497 

56,212 

55,775 

125,054 

25,381 

24,914 

30,854 

41,437 

64,541 

34,390 

69,132 

82,337 

95,909 

60,000 

32,651 

16,846 

48,190 

70,485 

286,835 

16,970 

21,380 

7,520 

20,120 

23,270 

10,040 

36,500 

28,940 

10,040 

18,860 

25,160 

49,730 

11,130 

8,780 

6,890 

18,860 

26,420 

8,780 

11,300 

12,560 

30,200 

20,750 

9,410 

7,520 

13,190 

12,560 

70,520 

29％ 

38％ 

22％ 

23％ 

43％ 

50％ 

31％ 

20％ 

33％ 

34％ 

45％ 

40％ 

44％ 

35％ 

22％ 

46％ 

41％ 

26％ 

16％ 

15％ 

31％ 

35％ 

29％ 

45％ 

27％ 

18％ 

25％ 

[信州なかのバラまつり運営負担金]  

 中野市バラまつり実行委員会 10,966,746 1,000,000 ９％ 

[勤労者互助会事業補助金]    

 中野市勤労者互助会 1,206,392 500,000 41％ 

[にぎわい創生推進事業補助金]    

 
信州なかのおごっそフェア実行委員会 

信州なかの肉ランド実行委員会 

5,796,917 

2,666,644 

3,864,611 

1,777,762 

67％ 

67％ 
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[令和５年度信州なかの FAN PROJECT実行委員会負担金]    

 信州なかの FAN PROJECT実行委員会 323,470 300,000 93％ 

[令和５年度信州なかの FAN PROJECT実行委員会（魅力創出・発信事業）負担金]    

 信州なかの FAN PROJECT実行委員会 4,820,115 4,820,115 100％ 

※ 補助または負担金割合は、決算額（補助対象経費）に対する補助金額の割合です。 
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主な監査事項
実施

時間(分)

11月21日㈭ 9:00 ・消防費 消防部 消防課 37

会議室21 ・民生費 健康福祉部 高齢者支援課 30

・特別会計　介護保険事業 31

13:30 ・民生費 健康福祉部 社会就労センター 28

・衛生費 健康づくり課 33

・民生費 福祉課 63

11月25日㈪ 9:00 ・民生費 子ども部 子育て課 90

会議室21 子ども相談室 18

保育課 46

13:30 ・総務費 会計課 12

（例月出納検査）

11月27日㈬ 9:00 ・民生費 くらしと文化部 人権センター 27

会議室21 人権・男女共同参画課 9

・総務費　・民生費 市民課 28

・特別会計　国民健康保険事業、後期高齢者医療事業 52

13:30 ・総務費 くらしと文化部 中山晋平記念館　 20

高野辰之記念館　 22

文化スポーツ振興課 61

・総務費　・衛生費 生活環境課 41

・総務費 消費生活センター 12

市民協働推進室 14

12月20日㈮ 9:00 ・土木費 建設水道部 都市建設課 91

会議室21 13:30 ・労働費　・商工費 経済部 商工観光課 50

・議会費 議会事務局 9

・総務費 行政委員会事務局 5

12月24日㈫ 9:00 ・教育費 教育委員会 学校給食センター 27

会議室21 学校教育課 53

13:30 ・教育費 教育委員会 公民館 36

博物館 25

図書館 28

生涯学習課 16

12月26日㈭ 9:00 ・企業会計　下水道事業 建設水道部 上下水道課 38

会議室21 　　　　　　　　水道事業 22

・農林水産業費 経済部 農業委員会事務局 13

13:30 ・農林水産業費 経済部 農業振興課　　　　　　 64

・特別会計　倭財産区、永田財産区 8

（例月出納検査）

１月７日㈫ 9:00 ・総務費 総務部 庶務課 37

会議室21 危機管理課 27

税務課 27

13:30 ・総務費 総務部 公共施設マネジメント推進室 11

・総務費　　　・特別会計　中野財産区 企画財政課 73

１月９日㈭ 10:00 ・現地調査　旧山田家住宅 教育委員会 生涯学習課

会議室21 13:30 ・後日回答とした課等の説明

・財政援助団体・指定管理者

会議室21

１月14日㈫　終日

資料６

令和６年度 定期監査等日程
期間：令和６年11月21日～令和７年１月14日　

日　　時 所　　　　　管
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（参考） 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） （抄） 

 

（職務） 

第 199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団

体の経営に係る事業の管理を監査する。 

２・３ （略） 

４ 監査委員は、毎会計年度少なくとも１回以上期日を定めて第１項の規定による監査を

しなければならない。 

５・６ （略） 

７ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるとき

は、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給そ

の他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係る

ものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定め

るもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当

該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地

方公共団体が第 244条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものに

ついても、また、同様とする。 

８ （略） 

９ 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び

長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公

安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、か

つ、これを公表しなければならない。 

10 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団

体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に

添えてその意見を提出することができる。 

11・12 （略） 

 

（参考） 

中野市団体事務従事取扱規程（令和４年 11月 29日訓令第５号） （抄） 

 

（会計事務） 

第４条 従事職員は、団体の会計事務を行うときは、中野市財務規則（平成 17年中野市規

則第 42号）その他関係法令の定めるところによらなければならない。 

２ 当該団体が預貯金口座を所有する場合は、収入及び支出の手続を行うごとに出納簿に

記録するとともに、関係書類を適正に管理しなければならない。 

資料７ 
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３ 通帳等及び届出印は、それぞれ金庫その他施錠することができる保管庫に別に保管し

なければならない。 

４ 会計事務に携わった従事職員は、少なくとも四半期ごとに、会計処理状況を課等の長

に報告し、その確認を受けなければならない。 
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